
目

次

公
営
企
業

○
統
合
新
病
院
新
築
基
本
設
計
業
務
に
係
る
案
の
提
出
の
要
請
qqqqqqqqq（
病

院

局

運

営

部
）
…
一

公

営

企

業

統
合
新
病
院
新
築
基
本
設
計
業
務
に
係
る
案
の
提
出
の
要
請

次
の
と
お
り
統
合
新
病
院
新
築
基
本
設
計
業
務
に
係
る
案
の
提
出
（
以
下
「
提
案
」
と
い
う
。
）

の
要
請
を
す
る
の
で
、
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

第
一

提
案
に
係
る
事
項

一

業
務
番
号

病
委
（
統
）
第
七
―
二
号

二

業
務
名

統
合
新
病
院
新
築
基
本
設
計
業
務

三

業
務
場
所

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
外
地
内

四

業
務
内
容

「
青
森
県
建
築
設
計
業
務
委
託
特
記
仕
様
書
」
の
と
お
り
。

五

履
行
期
限

令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

六

実
施
形
式

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
と
し
、
詳
細
は
、
「
統
合
新
病
院
新
築
基
本
設

計
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要
領
」
に
よ
る
。

第
二

提
案
を
行
う
者
に
必
要
な
資
格
等

一

基
本
的
要
件

本
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
す
る
者
（
以
下
「
参
加
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
要
件
を
全
て
満
た
す
者
と
す
る
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に

該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
で
き
な
い
者
で
な
い
こ
と
。

３

青
森
県
建
設
関
連
業
務
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

十
八
年
二
月
青
森
県
規
則
第
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資

格
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
、
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
資
格
建
設
関
連
業
者
名
簿
の
建
築

関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
建
築
一
般
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
（
技
術
提
案
書
の
提

出
期
限
ま
で
に
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

４

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

が
な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き

再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
（
更
生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決

定
後
、
知
事
の
確
認
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。

５

青
森
県
建
設
業
者
等
指
名
停
止
要
領
（
平
成
二
年
六
月
二
十
八
日
付
け
青
監
第
六
百
三
十

三
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
参

加
申
込
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
見
積
徴
取
の
日
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

６

指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実

（
既
に
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

が
、
本
件
の
公
示
日
か
ら
契
約
締
結
日
ま
で
の
間
に
、
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

７

労
働
保
険
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
及
び
雇
用
保
険
を
い
う
。
）
及
び
社
会
保
険
（
健
康

保
険
及
び
厚
生
年
金
保
険
又
は
船
員
保
険
を
い
う
。
）
に
加
入
し
、
か
つ
、
保
険
料
の
滞
納

が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

８

法
人
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

９

警
察
当
局
か
ら
、
知
事
に
対
し
、
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
建
設
関
連
業

者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
、
公
共
工
事
等
か
ら
の
排
除
要
請
が
あ
り
、
当
該
状
態
が

継
続
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

二

そ
の
他
要
件

参
加
者
は
、
単
体
企
業
又
は
共
同
企
業
体
と
し
、
基
本
的
要
件
の
他
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

全
て
満
た
す
者
と
す
る
。
な
お
、
共
同
企
業
体
の
場
合
は
、
代
表
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全

青
森
県
報
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て
満
た
す
者
と
す
る
。

１

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
、
一
級

建
築
士
事
務
所
の
登
録
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

２

本
件
の
公
示
日
か
ら
過
去
十
五
年
以
内
に
本
業
務
と
同
種
の
業
務
を
完
了
し
た
実
績
を
有

し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
本
業
務
に
お
い
て
「
同
種
」
と
は
、
病
床
数
四
百
床
以
上
か
つ
免

震
構
造
の
病
院
の
新
築
又
は
増
改
築
（
増
築
の
場
合
、
増
築
部
分
が
四
百
床
以
上
の
病
棟
を

含
む
病
院
に
限
る
。
）
の
基
本
設
計
業
務
を
い
う
。

３

管
理
技
術
者
及
び
各
担
当
主
任
技
術
者
は
、
提
出
者
の
組
織
に
直
接
的
か
つ
恒
常
的
に
本

件
の
公
示
日
か
ら
遡
っ
て
三
か
月
以
上
の
雇
用
関
係
を
有
す
る
こ
と
。

４

予
定
技
術
者
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
示
す
資
格
を
保
有
し
て
い
る
者
を
配
置
す
る
こ
と
。

㈠

管
理
技
術
者
：
一
級
建
築
士

㈡

建
築
（
意
匠
）
担
当
主
任
技
術
者
：
一
級
建
築
士

㈢

建
築
（
構
造
）
担
当
主
任
技
術
者
：
構
造
設
計
一
級
建
築
士

㈣

電
気
設
備
担
当
主
任
技
術
者
：
設
備
設
計
一
級
建
築
士
又
は
建
築
設
備
士

㈤

機
械
設
備
担
当
主
任
技
術
者
：
設
備
設
計
一
級
建
築
士
又
は
建
築
設
備
士

５

管
理
技
術
者
及
び
各
担
当
主
任
技
術
者
の
業
務
実
績
は
、
本
件
の
公
示
日
か
ら
過
去
十
五

年
以
内
に
、
同
種
の
業
務
を
完
了
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

６

管
理
技
術
者
と
建
築
（
意
匠
）
担
当
主
任
技
術
者
の
い
ず
れ
か
は
、
公
益
社
団
法
人
日
本

医
業
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会
の
認
定
登
録
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

７

管
理
技
術
者
及
び
各
担
当
主
任
技
術
者
は
単
独
で
配
置
す
る
こ
と
。

８

本
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
す
る
に
あ
た
り
、
共
同
企
業
体
を
組
成
す
る
際
は
、
以
下
の
要

件
を
満
た
す
こ
と
。

㈠

共
同
企
業
体
と
は
、
複
数
の
企
業
に
よ
り
組
成
す
る
も
の
と
し
、
協
力
者
と
し
て
の
関

係
に
あ
た
る
場
合
を
除
く
も
の
と
す
る
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
手
続
き
を
行
う
も
の
と
す
る
。

㈢

単
体
企
業
で
の
参
加
者
は
、
他
の
共
同
企
業
体
の
代
表
者
又
は
構
成
員
に
な
る
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

㈣

一
企
業
が
複
数
の
共
同
企
業
体
の
代
表
者
及
び
構
成
員
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

と
す
る
。

㈤

共
同
企
業
体
に
よ
り
参
加
申
込
み
後
、
当
該
共
同
企
業
体
の
代
表
者
及
び
構
成
員
の
変

更
は
、
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。

三

参
加
の
制
限

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
参
加
資
格
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
本
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
で
き
な
い
。

１

統
合
新
病
院
新
築
基
本
設
計
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
審
査
委
員
会
（
以
下
、
「
審
査
委
員
会
」
と

い
う
。
）
の
委
員
（
以
下
「
審
査
委
員
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
二
親
等
以
内
の
親
族
（
以

下
「
審
査
委
員
等
」
と
い
う
。
）
。

２

審
査
委
員
等
が
主
宰
、
役
員
、
顧
問
を
し
て
い
る
営
利
組
織
に
所
属
す
る
者
。

３

審
査
委
員
等
が
属
す
る
企
業
又
は
そ
の
企
業
と
資
本
面
若
し
く
は
人
事
面
に
お
い
て
関
連

が
あ
る
者
。
（
「
資
本
面
に
お
い
て
関
連
が
あ
る
者
」
と
は
、
当
該
企
業
の
発
行
済
株
式
総

数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
株
式
を
有
し
、
又
は
そ
の
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え

る
出
資
を
し
て
い
る
者
を
い
い
、
「
人
事
面
に
お
い
て
関
連
が
あ
る
者
」
と
は
、
当
該
企
業

の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
を
兼
ね
て
い
る
者
を
い
う
。
）

４

「
統
合
新
病
院
新
築
基
本
設
計
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
」
の
受
注

者
及
び
そ
の
関
連
企
業
並
び
に
「
青
森
県
と
青
森
市
の
共
同
経
営
・
統
合
新
病
院
開
院
支
援

業
務
」
の
受
注
者
及
び
そ
の
関
連
企
業
。
（
関
連
企
業
と
は
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
八
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
親
会
社
と
子
会
社
の
関
係
に
あ
る
者
及
び
親
会
社
を
同

じ
く
す
る
子
会
社
同
士
に
あ
る
者
又
は
一
方
の
会
社
の
役
員
が
他
方
の
会
社
役
員
を
兼
ね
て

い
る
者
を
い
う
。
）

第
三

手
続
等

一

担
当
部
署
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
（
青
森
県
総
合
政
策
部
統
合
新
病
院
開
設
準
備
室
）

住

所
：
〒
〇
三
〇
―
〇
八
二
二

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
一
二

電
話
番
号
：
〇
一
七
―
七
五
三
―
〇
二
三
八

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：
shinbyoin@
pref.aom
ori.lg.jp

二

参
加
申
込
書
等
の
交
付

１

交
付
期
間

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
同
年
七
月
十
八
日
（
金
）
ま
で

２

交
付
方
法

青
森
県
立
中
央
病
院
及
び
青
森
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

三

参
加
申
込
書
等
の
提
出

１

提
出
方
法

参
加
申
込
書
等
を
「
第
三

一

担
当
部
署
及
び
所
在
地
」
へ
持
参
又
は
郵
送
で
提
出
す

る
こ
と
。
（
郵
送
の
場
合
は
、
受
取
日
時
及
び
配
達
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
で
き
る
方
法
に
よ
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る
こ
と
と
し
、
提
出
期
限
必
着
と
す
る
。
郵
便
事
故
等
に
つ
い
て
の
異
議
申
し
立
て
等
は
受

け
付
け
な
い
。
）

提
出
書
類
は
、
片
面
印
刷
と
し
、
Ａ
３
の
も
の
は
Ａ
４
サ
イ
ズ
に
折
り
た
た
み
、
様
式
順

に
ま
と
め
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

提
出
期
限

令
和
七
年
七
月
十
八
日
（
金
）
十
七
時

四

質
問
の
受
付

１

提
出
方
法

質
問
書
を
「
第
三

一

担
当
部
署
及
び
所
在
地
」
へ
電
子
メ
ー
ル
で
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
提
出
後
、
担
当
部
署
に
電
話
で
受
信
確
認
を
行
う
こ
と
。

２

提
出
期
限

令
和
七
年
七
月
七
日
（
月
）
十
七
時

３

回
答
方
法

質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
令
和
七
年
七
月
十
五
日
（
火
）
ま
で
に
質
問
書
を
提
出
し
た
全

て
の
者
に
電
子
メ
ー
ル
で
回
答
す
る
。

五

参
加
資
格
要
件
確
認
結
果
・
技
術
提
案
書
提
出
要
請

１

参
加
資
格
を
満
た
す
者
に
は
、
参
加
資
格
要
件
を
満
た
す
旨
並
び
に
技
術
提
案
に
係
る
書

類
（
以
下
「
技
術
提
案
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
を
要
請
す
る
旨
を
通
知
す
る
。

２

参
加
資
格
を
満
た
さ
な
い
者
に
は
、
参
加
資
格
要
件
を
満
た
さ
な
い
旨
と
そ
の
理
由
を
通

知
す
る
。
な
お
、
通
知
し
た
日
(通
知
書
面
に
記
載
の
日
付
)の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以

内
の
期
限
ま
で
に
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
書
面
に
て
発
注
者
に
要

請
）
。
そ
の
回
答
は
、
説
明
を
求
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
書
面
に
よ
り

行
う
。

３

通
知
日

令
和
七
年
七
月
三
十
日
（
水
）
に
電
子
メ
ー
ル
で
通
知
す
る
。

六

技
術
提
案
書
等
の
提
出

１

提
出
方
法

技
術
提
案
書
等
を
「
第
三

一

担
当
部
署
及
び
所
在
地
」
へ
電
子
メ
ー
ル
で
提
出
す
る

こ
と
。
な
お
、
提
出
後
、
担
当
部
署
に
電
話
で
受
信
確
認
を
行
う
こ
と
。

２

提
出
期
限

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
（
金
）
十
五
時

七

契
約
の
締
結

１

最
優
秀
提
案
者
は
、
契
約
の
相
手
方
の
候
補
者
と
な
る
。
な
お
、
最
優
秀
提
案
者
と
契
約

に
至
ら
な
い
場
合
は
、
次
点
者
が
契
約
の
相
手
方
の
候
補
者
と
な
る
。

２

見
積
徴
取
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

３

候
補
者
の
決
定
後
、
本
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
付
す
る
業
務
に
係
る
委
託
契
約
の
締
結
ま
で
の

間
に
お
い
て
、
当
該
候
補
者
が
「
第
二

提
案
を
行
う
者
に
必
要
な
資
格
等
」
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
、
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
く
知
事
の
指
名
停
止

の
措
置
を
受
け
て
い
る
場
合
又
は
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
委
託
契
約
を
締
結
し
な
い
。

第
四

審
査

一

一
次
審
査

１

審
査
委
員
会
で
一
次
審
査
を
行
い
、
技
術
提
案
書
等
を
提
出
し
た
参
加
者
か
ら
五
者
程
度

選
定
す
る
。
ま
た
、
選
定
後
に
技
術
提
案
書
等
の
提
出
者
全
員
に
対
し
、
「
一
次
審
査
結
果

通
知
書
」
を
電
子
メ
ー
ル
で
通
知
し
、
二
次
審
査
へ
の
参
加
を
要
請
す
る
者
に
対
し
て
は
、

「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
要
領
」
も
併
せ
て
通
知
す
る
。

非
選
定
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
通
知
を
し
た
日
(通
知
書
面
に
記
載
の
日
付
)の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
の
期
限
ま
で
に
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
書
面
に
て
発
注
者
に
要
請
）
。
そ
の
回
答
は
、
説
明
を
求
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
日
以
内
に
書
面
に
よ
り
行
う
。

２

実
施
日

令
和
七
年
九
月
十
五
日
（
月
・
祝
）

３

審
査
基
準

「
審
査
基
準
書
」
に
基
づ
き
審
査
す
る
。

４

審
査
結
果
通
知
日

令
和
七
年
九
月
十
六
日
（
火
）

二

二
次
審
査

１

審
査
委
員
会
に
お
い
て
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
審
査
を
行
い
、
各
委
員

の
合
計
点
の
最
も
高
い
者
を
最
優
秀
提
案
者
、
次
に
高
い
者
を
次
点
者
と
す
る
。

二
次
審
査
参
加
者
に
は
、
「
二
次
審
査
結
果
通
知
書
」
を
電
子
メ
ー
ル
で
通
知
す
る
。

最
優
秀
提
案
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
通
知
を
し
た
日
（
通
知
書
面
に
記
載
の
日
付
）

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
の
期
限
ま
で
に
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
（
書
面
に
て
発
注
者
に
要
請
）
。
そ
の
回
答
は
、
説
明
を
求
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
十
日
以
内
に
書
面
に
よ
り
行
う
。

２

実
施
日

（ ）3 青 森 県 報 号外第55号令和７年６月25日 水曜日



令
和
七
年
九
月
二
十
日
（
土
）

３

出
席
者

予
定
管
理
技
術
者
、
予
定
建
築
（
意
匠
）
担
当
主
任
技
術
者
を
含
め
る
こ
と
と
し
、
人
数

は
五
名
ま
で
（
パ
ソ
コ
ン
を
操
作
す
る
者
を
含
む
。
）
と
す
る
。

４

審
査
基
準

「
審
査
基
準
書
」
に
基
づ
き
、
審
査
・
採
点
す
る
。
同
点
の
場
合
の
取
扱
い
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

㈠

審
査
項
目
「
技
術
提
案
」
の
合
計
点
が
高
い
者
と
す
る
。

㈡

審
査
項
目
「
技
術
提
案
」
の
「
技
術
提
案
課
題
②
」
の
得
点
が
高
い
者
と
す
る
。

㈢

ア
及
び
イ
に
お
い
て
も
同
点
の
場
合
は
、
審
査
委
員
の
協
議
に
よ
り
決
定
す
る
。

三

審
査
委
員

審
査
委
員
会
の
委
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

河
合

慎
介
（
京
都
府
立
大
学
大
学
院
生
命
環
境
科
学
研
究
科
教
授
）

小
藤

一
樹
（
八
戸
工
業
大
学
工
学
部
工
学
科
建
築
・
土
木
工
学
コ
ー
ス
教
授
）

江
川

香
奈
（
日
本
大
学
理
工
学
部
海
洋
建
築
工
学
科
准
教
授
）

大
山

力

（
青
森
県
病
院
事
業
管
理
者
）

廣
田

和
美
（
青
森
県
立
中
央
病
院
長
）

豊
木

嘉
一
（
青
森
市
民
病
院
長
）

小
野

朋
子
（
青
森
市
民
病
院
医
療
技
術
局
長
）

小
谷

知
也
（
青
森
県
副
知
事
）

赤
坂

寛

（
青
森
市
副
市
長
）

第
五

そ
の
他

一

本
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
は
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

二

技
術
提
案
書
の
提
出
者
に
は
、
技
術
提
案
書
作
成
報
酬
と
し
て
、
一
者
あ
た
り
二
十
万
円
程

度
を
支
払
う
予
定
で
あ
る
（
本
業
務
の
契
約
相
手
方
を
除
く
。
）
。

三

技
術
提
案
書
の
提
出
は
一
者
に
つ
き
一
案
と
す
る
。

四

提
出
さ
れ
た
全
て
の
書
類
及
び
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ー
Ｒ
の
返
却
は
行
わ
な
い
。

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
は
、
そ
の
者
を
失
格
と
す
る
。

１

参
加
資
格
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合

２

提
出
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
っ
た
場
合
又
は
審
査
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
不
備
が

あ
っ
た
場
合

３

審
査
結
果
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
不
誠
実
な
行
為
を
行
っ
た
場
合

４

本
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
参
加
者
及
び
関
係
者
が
、
審
査
委
員
に
対
す
る
事
前
説
明
、
事
前
連

絡
な
ど
公
正
な
審
査
を
妨
げ
る
行
為
を
し
た
場
合

５

本
件
の
公
示
日
か
ら
候
補
者
選
定
ま
で
の
間
に
、
本
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
す
る
営
業
行
為

を
行
っ
た
場
合

六

参
加
者
が
一
者
の
み
で
あ
っ
て
も
審
査
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
提
出
さ
れ
た
技
術
提
案
書

等
の
内
容
が
審
査
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
達
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
最
優
秀

提
案
者
と
し
て
選
定
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

七

以
下
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
立
中
央
病
院
及
び
青
森
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
す

る
。

１

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
経
緯

２

最
優
秀
提
案
者
に
対
す
る
審
査
委
員
会
の
講
評

３

最
優
秀
提
案
者
及
び
次
点
者
の
企
業
名
及
び
点
数

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｙ

１
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
ｍ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
：

Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｔ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ
（
ｂ
ａ
ｓ
ｉ
ｃ
ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ
）

ｆ
ｏ
ｒ
ｎ
ｅ
ｗ
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｇ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｄ
ｈ
ｏ
ｓ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ

２
Ｓ
ｕ
ｂ
ｍ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ａ
ｄ
ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
ｏ
ｃ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ

ｄ
ｅ
ｃ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｔ
ｏ
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｃ
ｉ
ｐ
ａ
ｔ
ｅ
：

Ｊ
ｕ
ｌ
ｙ
１
８
，
２
０
２
５
１
７
：
０
０
（
Ｊ
Ｓ
Ｔ
）

３
Ｓ
ｕ
ｂ
ｍ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ａ
ｄ
ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
ｆ
ｏ
ｒ
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｓ
ａ
ｌ
ｓ
：

Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
２
９
，
２
０
２
５
１
５
：
０
０
（
Ｊ
Ｓ
Ｔ
）

４
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｃ
ｔ
ａ
ｄ
ｄ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
ｏ
ｃ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｒ
ｅ
ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
ｔ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｓ
ａ
ｌ
ｓ
：

Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｙ
Ｄ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

Ｎ
ｅ
ｗ
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｇ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｄ
Ｈ
ｏ
ｓ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ

Ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｂ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
Ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
，

Ａ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ
Ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
Ｈ
ｏ
ｓ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
Ｂ
ｕ
ｒ
ｅ
ａ
ｕ

Ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
Ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
，

Ａ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ
Ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｅ
，
Ｔ
ｒ
ａ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ

Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ｏ
ｌ
Ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
２
ｎ
ｄ
ｆ
ｌ
ｏ
ｏ
ｒ
，

３
－
２
０
－
１
２
Ｃ
ｈ
ｕ
ｏ
，
Ａ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ
Ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
，
Ａ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ

Ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
，
０
３
０
－
０
８
２
２
，
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
１
７
－
７
５
３
－
０
２
３
８
（
Ｄ
ｉ
ｒ
ｅ
ｃ
ｔ
Ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
）
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